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別紙 

                        宮城海上保安部 

 

港湾区域（港域）内に、洋上風力発電施設等を導入する計画がある 

場合、「港湾における風力発電について －港湾の管理運営との共生の 

ためのマニュアル－Ver.1（Ｈ24.６ 国土交通省港湾局・環境省地球 

環境局）」及び「港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン 

【案】（H27.３ 国土交通省港湾局）」に基づいた対応をお願いしたい。 

 

１．洋上風力発電施設等の導入に際し、港長等は航行安全上の見地から 

必要な以下の指導又は助言（以下、「助言等」という。）を行う。 

 

（１）適地の設定段階 

 

適地の設定の時点では、具体的かつ詳細な事業計画が判明してい  

ないことから、総論的な項目（航路・港口等への影響、夜間視認性、 

死角出現状況等）について、検討・調整を図ること。 

 

（２）公募要件設定段階 

 

当該適地において、船舶交通の安全上必要な安全対策を講じること 

が公募要件の必須事項として要件化されるようにすること。 

 

（３）洋上風力発電事業者の選定段階 

 

当該事業者から港湾管理者に提出される事業計画において、船舶交 

通に係る安全対策の要否等が適正に評価されることとなるように 

すること。 

 

（４）洋上風力発電事業者の選定以降 

 

洋上風力発電施設の設置等（設備の海上運搬を含む。）に関し、当 

該事業者に対して船舶交通の安全上の見地から、船舶交通への影響、 

安全対策等について検討（必要に応じて、航行安全調査検討委員会 

による調査・検討を含む）すること。 
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２．船舶交通の安全上の見地から、船舶交通への影響や安全対策等を検 

討する際に考慮すべき事項は次のとおり。 

 

（１）設置区域における気象・海象、地盤の状況 

 

港湾区域における洋上風力発電施設等の計画にあたり、気象（風）、 

海象（潮位、潮流、波浪、津波、流氷）、当該施設の設置に伴う地 

形への影響を十分に調査する必要がある。 

 

（２）設置区域及びその周辺海域における多角的な通航船舶の航行実態 

 

洋上風力発電施設の設置海域及びその周辺における船舶交通（船舶 

の航行、停留、錨泊）や、漁船、遊漁船、プレジャーボート等によ 

るその他の水域利用の実態を把握する必要がある。 

 

（３）設置区域及びその周辺海域における海難発生状況 

 

（４）水域利用者等との調整（聞き取り調査等の実施） 

 

（５）今後の港湾情勢の展望への対応 

 

将来の港湾施設の配置や諸元の変化に対応できるようにしておく  

ため、港湾計画等の改訂予定等について把握する必要がある。 

 

（６）離隔距離の確保（風車後方の乱流範囲への影響、施設倒壊時にお 

ける水域施設、外郭施設への影響） 

 

船舶の航行安全の確保及び港湾施設等の保全のため、港湾区域に  

設置する洋上風力発電施設は航路や泊地、防波堤などの港湾施設 

と十分な離隔距離を確保するとともに、洋上風力発電施設の破壊 

モードを考慮した倒壊影響距離及び風車後方の乱流範囲２Ｄ（Ｄ 

＝ロータ径）を考慮する必要がある。 
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（７）操船者の視覚等に及ぼす影響 

 

洋上風力発電施設が船舶操縦者に対して他の船舶、地形、航行援 

助施設、その他の物標等の捕捉・識別を阻害する可能性に配慮し 

て配置するものとし、洋上風力発電施設の存在により、他の船舶 

や物標が遮断されたり、過度な照明や強力な光源によって操船者 

の視覚が眩惑されたり、紛らわしい形状・塗色・灯質によって他 

のものとの誤認も考慮するとともに、港湾関係者及び関係機関に 

意見聴取する必要がある。 

また、プレジャーボートや漁船等の主に視覚により操船上の安 

   全を確認している船舶の航行実態がある場合には、洋上風力発電 

   施設の標識（灯火）がそれらの船舶から認識可能な位置、明るさ 

   があるか十分に検討して措置する必要がある。要すれば、関係者 

   からの意見を聴取して効果を確認するよう指導すること。 

 

（８）船舶用レーダー等の機器に及ぼす影響 

 

港湾関係者へ意見聴取するとともに、船舶用レーダー等の他の航 

海計器等に及ぼす影響を考慮する必要がある。 

 

（９）洋上風力発電施設の捕捉・識別 

 

洋上風力発電施設に接近する移動体がこれら施設を常に十分遠方 

から捕捉・識別できるよう、施設の視認性を高める塗色を採用し、 

夜間や視界制限状態における視認のための灯火を設置する必要が 

ある。 

 

（10）洋上風車のロータ最下端の最低高さ（クリアランス） 

 

風車の発電効率（風の乱れの影響）や荒天時における波浪の高さ 

（荒天時でも波浪が当たらないロータの高さ）を考慮するととも 

に、港湾の関係者の意見も踏まえて、洋上風車のロータ最下端の 



参考資料１－１別紙① 

 

 

最低高さを設定する必要がある。 

 

 

 

（11）海底送電線・通信ケーブルの敷設 

 

港湾の利用実態や将来における港湾施設の整備を考慮して敷設ル 

ート及び埋設深度を適切に設定する必要がある。 

 

（12）維持管理計画の策定（維持管理体制、管理方法等） 

 

港湾区域に設置される洋上風力発電施設等については、港湾機能 

に支障が来たすことがないよう、維持管理体制及び維持管理項目 

を盛り込んだ「維持管理計画」を策定のうえ、的確に維持管理を 

実施する必要がある。 

 

（13）緊急時対応計画の策定（連絡体制、対応手段等） 

 

洋上風力発電施設等に何らかの異常が発生した場合等の緊急事態 

においては、人的被害に加え、船舶被害及び二次被害も想定され、 

可及的速やかに対応する必要があることから、緊急時に備えた体 

制を構築しておくことに加え、関係機関（港湾管理者、海上保安 

部署、警察、消防、地元自治体等）への緊急通報を含む緊急時の 

連絡体制や、捜索救助、発電施設の部材撤去、緊急時対応訓練等 

の実施手順を定めた「緊急時対応計画」を策定する必要がある。 

 

（14）その他、港の特性に応じて、検討が必要と考慮される事項（ビジ

ュアル操船シミュレーション、自主運航ルールの見直し等） 

 


